
 

 

2020 年（令和 2 年）度 

第 1 回東京都細胞検査士会定時総会議事録 

 

記 

 緊急事態宣言の中、定時総会を Web 開催にて行った。審議事項については事前にホームペー

ジに掲載した議案書を元に東京都細胞検査士会会員に承認・否認の審議を行った。結果は、三

宅会長により報告された。 

 

日 時：2021 年 3月 13 日（土）  

場 所： Web 開催 

 

Ⅰ．議 題  

報告事項 

1．庶務報告 

2．会長報告 

3. 2021年度（令和3年）各委員会事業計画について 

4. 2021年度（令和3年）予算について 

 

審議事項  

1．2019年度各委員会事業報告 

2．2019年度会計決算報告 

3．2019年度監査報告 

4. 役員に関する会則第14条の改訂案 

5. 総会に関する会則第26条、第27条、第28条、第29条の改訂案 

6. 役員会に関する会則第34条の改訂案 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

報告事項 

１． 庶務報告 

物故会員（2021 年 2月 7 日現在） 

渡部庸一 氏 (0004) 

ご冥福をお祈りいたします。 

 

２． 会長報告 

日本臨床細胞学会報告 

1) 学会予定 



 

 

・第 62 回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

  学会長：生水 真紀夫 

  2021 年 6 月 4 日（金）～6日（日） 

  会場：幕張メッセ国際会議場・国際展示場（千葉県） 

・第 60 回日本臨床細胞学会秋期大会 

      学会長：廣岡 保明 

2021 年 11月 20 日（土）～21日（日） 

会場：米子コンベンションセンター（鳥取県） 

・第 63 回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

   学会長：岡本 愛光 

  2022 年 6 月 10日（金）～12 日（日） 

  会場：グランドプリンスホテル高輪（東京都） 

・第 61 回日本臨床細胞学会秋期大会 

      学会長：伊藤 潔 

2022 年 11月 5 日（土）～6日（日） 

会場：仙台サンプラザホテル、他（宮城県） 

・第 64 回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

   学会長：藤井 多久磨 

  2023 年 6 月 2 日（金）〜4日（日） 

  会場：国立京都国際会館（京都府） 

 

2）細胞検査士セミナー・ワークショップの予定 

・第 81 回細胞検査士ワークショップ（講義のみ、Web 開催）  

2021 年 3 月 20 日（土）〜28日（日） 

 ・第 81 回細胞検査士教育セミナー（Web 開催） 

   開催日：未定 

 ・第 82 回細胞検査士ワークショップ（Web 開催） 

   開催日：未定 

 ・第 83 回細胞検査士ワークショップ（Web 開催） 

   開催日：未定 

 ・第 130 回細胞検査士養成講習会（検討中） 

   開催日：未定 

 

3）庶務委員会(2020年 10 月 28 日現在) 

全会員数：12,718 名 

（正会員 5,670 名、準会員 6,829 名、名誉会員 38名、功労会員 174 名、図書会員 16 件） 

    細胞診専門医および細胞診専門歯科医数：3,061 名 

細胞検査士数：7,809 名（認定 10,384 名） 



 

 

       
4）理事会選挙の報告 

細胞検査士会から 3名（伊藤 仁氏、阿部 仁氏、澁木 康雄氏）が当選。 

＊細胞検査士の正会員数が少ない。検査士会の意見を細胞学会に反映させるためには 

正会員をもっと増やすことが重要。多くの方々に正会員への変更をお願いしたい。 

 

5）細胞検査士委員会 

・2021 年度（第 54回）細胞検査士資格認定試験 

 1 次試験：2021 年 10 月 30日（土）予定 大阪 

 2 次試験：2021 年 12 月 4 日（土）・5日（日）予定 東京 

・2021 年 CT（IAC）資格認定試験 

6 月 26 日（土）に東京において実施する予定 

 ＊詳細は日本臨床細胞学会ホームページにて確認してください。 

 

東京都臨床細胞学会の報告 

1）会員数（2020 年 9 月 2 日現在） 

 名誉会員 19 名，功労会員 13 名， 

 医師会員 484 名，細胞検査士会員 1,083 名 

 

2）第 40 回東京都臨床細胞学会総会・学術集会 

会長：山下 博 先生（独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 

日程：未定 

会場：未定 

    

全国細胞検査士会の報告 

1）細胞検査士会役員選挙 

  2021 年・2022 年度細胞検査士会役員選挙結果（東京都、敬称略） 

  青木 裕志、阿部 仁、岸本 浩次、渋木 康雄、古田 則行、 

町田 知久、三宅 真司の 7名が当選。 

 

2）2021 年・2022 年度細胞検査士会会長・副会長選挙結果 

  会 長：阿部 仁氏（立候補者 1名、無投票当選） 

  副会長：澁木 康雄、山城 篤（立候補者 2名、無投票当選） 

 

３． 2021 年度各委員会事業計画 

   1）学術委員会事業計画 

(1)第 57 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：未定（2021年 6 月を予定） 



 

 

会 場：Web開催 

内 容：教育講演（婦人科、乳腺）2演題 

       症例検討 3題 

(2)第 58 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日、会場、内容：未定 

(3)細胞検査士会主催講習会 等への協力 
 

   2）広報委員会事業計画 

(1)ホームページ（HP）の管理、掲載 
(2)子宮の日の活動 

(3)患者大集会への協力 

 

   3）国際委員会事業計画 

(1)日-韓-台細胞検査士合同セミナーへの協力 

(2)次の学会において国際関係の参加者との交流活動 

第 62 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

第 60 回日本臨床細胞学会秋期大会 

(3)その他、細胞検査士に関する国際交流活動 

 

   4）総務委員会事業計画 

東京都細胞検査士会会則の見直し案の検討：内規の整備を中心に 

 

   5）庶務委員会事業計画 

(1)2021 年度役員会議事録作成（第１回・第 2回） 

(2)2021 年度総会議事録作成（第１回・第 2回） 

(3)役員会・総会、準備、運営（第１回・第 2回） 

(4)第 57 回・第 58 回学術研修会 演者・座長委嘱状の発送・学会単位申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

４．2021 年度会計予算  

 
 
審議事項 

議案 1．2019 年度各委員会事業報告 

 1)2019 年度 学術委員会 事業報告 
 (1) 第 53 回東京都細胞検査士会学術研修会  
 開催日:2019 年 6 月 29 日(土)13:55〜17:20  

 会 場:東海大学高輪キャンパス  

 研修会内容: (敬称略、50 音順)  
 ・特別講演「乳腺細胞診・DCIS とその周辺」 東海大学医学部付属病院 伊藤 仁 技師  
 ・教育講演「子宮頸部 コルポ診と細胞診」 こころとからだの元気プラザ石井 保吉 技師  
・ 日本臨床細胞学会・肺癌学会コラボセミナー「呼吸器細胞診標本における細胞のみかた、 細胞集 

塊の考え方のアンケート」北里大学病院 柿沼 廣邦 技師  
  ・症例検討 婦人科、リンパ節 2 題  
   参加人数: 211 名  

   会員 176名 非会員 9 名 学生 26名  
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(2) 第 54 回東京都細胞検査士会学術研修会  
開催日:2020 年 3 月 28 日(土) 
会 場:東海大学高輪キャンパス *新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止。  

 

2)2019 年度 広報委員会 事業報告  

(1)ホームページ(HP)の管理、掲載  

学会・研修会の案内，総会・役員会の議事録，症例検討の解説などを掲載した。 

(2)子宮の日の活動  

4 月 6 日(土)に「子宮の日の活動 2019LOVE49 キャンペーン」として子宮頸がん検診の啓発につなが

る資料の配布を行った。大丸松坂屋上野店と中野駅北口協定広場の 2カ所で，主に子宮頸がん検診対

象者に手配りで配布した。街頭活動に参加した人 数は 38 名。また，残りの資料は各施設にて配布

した。  

参加者(順不同，敬称略) 大丸松坂屋上野店 :  

三宅真司，宅見智晴, 藤山淳三, 五十嵐清子, 町田知久, 葉山綾子, 伊藤崇彦, 橋本 学, 小林莉来, 野
村 希, 稲葉由香, 海老原美里, 梶山知 紗, 藤間瑞穂, 近藤 円, 福原 萌, 石田さくら, 吉田和広, 澁
木康雄. (以上 19 名)  
中野駅北口協定広場: 
中島 研，吉田志緒子, 金室俊子，庄野幸恵, 藪下竜司, 稲垣敦史, 押本綾 子, 窪田知美, 青木あすか, 
軽部晃平, 北原啓伍, 時田恵士朗, 西俣章仁, 宮口 玲, 小磯寧華, 千葉萌絵, 須川絢子, 菊池咲絵, 田
中井こゆき.  
(以上 19 名)  

(3) がん患者大集会への協力 
第 15 回がん患者大集会(国立がん研究センター新研究棟)に 11 名が参加協力した。 
参加者(順不同，敬称略) 
三宅真司, 岸本浩次, 町田知久, 濱川真治, 宅見智晴, 稲垣敦史, 向山淳児, 
近藤 円, 金室俊子, 稲葉暁子, 中島 研, 坂本 佳, 澁木康雄. 

(4) 第 53 回東京都細胞検査士会学術研修会でのアンケート調査の実施  
 
3)2019 年度 国際委員会 事業報告  
(1)日・韓・台細胞検査士合同セミナーへの協力 COVID-19 感染拡大のため、合同セミナーは中止。 
(2)下記の学会において国際関係の参加者との交流活動  

第 60 回日本臨床細胞学会総会(春期大会)  
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会  

(3)その他、細胞検査士に関する国際交流活動  
 
4)2019 年度 総務委員会 事業報告 
 (1)東京都細胞検査士会会則ならびに内規の見直しと修正の提案  
 



 

 

5)2019 年度 庶務委員会 事業報告 
(1) 2019 年度第 1 回役員会議事録作成 
(2) 2019 年度第 1 回総会議事録作成 
(3) 2019 年度第 1 回役員会・総会開催運営 
(4) 2019 年度役員会みなし会議開催・運営 
(5) 2019 年度役員会みなし会議録作成 
(6)第 53 回学術研修会 演者・座長委嘱状の発送・学会単位申請  

 
議案１、2019 年度各委員会事業報告は、議決されました。（承認 237 名/237 名） 
 

 

議案2．2019年度会計決算報告 

 

 

 

議案２ 2019 年度会計決算報告は議決されました。（承認 237 名/237 名） 

 

議案3． 2019年度監査報告 

    石井・庄野監事より、2020 年(令和 2 年)6月 3 日に会計監査を行い領収書、帳簿等を監査し適正 

に運用されていること、また、適正に事業が行われていることを確認したとの報告があった。 

 



 

 

議案３ 2019 年度監査報告は議決されました。（承認 237 名/237 名） 

 

 

議案4．役員に関する会則第14条の改訂案 

 

 

議案４ 役員に関する会則第 14 条の改訂案は議決されました。（承認 237 名/237 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在  改定案  

第 14 条 この会に、役員を置く。  

 

この会に、役員を置く。役員はほかの地区の 細胞検査士会

役員と兼ねることはできない。  

第 14 条 4  

代表幹事・副代表幹事は、(全国細胞検査士 会役員選出に

関する要綱第 4 条による)全国 細胞検査士会役員当選者

とする。  

 

代表幹事・副代表幹事は、(全国細胞検査士 会役員選

出に関する要綱第 4 条による)東京 都から推薦された全

国細胞検査士会役員当 選者とする。 



 

 

議案 5．総会に関する会則第 26 条、第 27 条、第 28条、第 29 条の改訂案 

 

 

議案５ 総会に関する会則第 26 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条の改訂案は議決されました。     

（承認 237 名/237 名） 

現在 改定案 

（開催） 

第 26 条 定時総会は、東京都細胞検査士会学術研修

会時に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催す

る。 

(１) 幹事が必要と認め、役員会に招集の請求をしたとき。 

(２) 議決権の 10 分の１以上を有する会員から、会議の目

的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集

の請求が幹事にあったとき。 

 

第 26 条（追記） 

3 社会情勢等により定時総会に会員の参集が困難なとき紙

面、電子媒体等を用いた定時総会、臨時総会を開催するこ

とができる。4 紙面、電子媒体等を使用した総会は、会長が

必要とし、役員会を招集し、承認を得て開催することができ

る。 

（招集）第 27 条 総会は、役員会の決議に基づき、会長が

招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、その

招集手続を省略することができる。 

２ 会長は、前条第２項第２号の規定による請求があったとき

は、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければな

らない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である

事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の１週

間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しな

い会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使するこ

とができることとするときは、２週間前までに通知しなければな

らない。 

（招集）第 27 条 総会は、役員会の決議に基づき、会長が

招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、その

招集手続を省略することができる。 

２ 会長は、前条第２項第２号の規定による請求があったとき

は、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければな

らない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所 

目的である事項を記載した書面又は電磁方法により、開催

日の１週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に

出席困難な会員が書面又は電磁的方法により、議決権を

行使することができることとするときは、２週間前までに通知し

なければならない。 

（議長） 

第 28 条 総会の議長は、その総会において、出席会員の

中から選出する。 

（議長）第 28 条（追記） 

2 紙面、電子媒体等の総会の議長は会長が推薦する。（任

命） 

（議決） 

第 29 条 総会の議事は、総会に出席した会員の３分の 2 

以上をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところ

による。 

２ 前項の場合において、議長は、会員として表決に加わるこ

とはできない。 

（議決） 

第 29 条（追記） 

3 紙面、電子媒体等を用いた総会による議決は、紙面、電

子媒体等の参加した会員３分の 2 以上の承認を得るものと

する。 



 

 

議案 6．役員会に関する会則第 34 条の改訂案 

 

 

議案６ 役員会に関する会則第 34 条の改訂案は議決されました。（承認 236 名/237 名） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 改定案 

第 34 条 役員会・代表役員会は、通常及び臨時の２種と

する。 

２ 通常役員会・通常代表役員会は、毎事業年度２回以

上開催する。 

３ 臨時役員会・臨時代表役員会は、次の各号の一に該当

する場合に開催する。 

(１) 会長が必要と認めたとき。 

(２) 会長以外の幹事から会議の目的である事項を記載した

書面をもって会長に招集の請求があったとき。 

(３) 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週

間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発

せられない 

場合に、その請求をした幹事が招集したとき。 

(４) 第 18 条第１項第５号の規定により、監事から会長に

招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。 

 

（５）（追記） 

社会情勢等により役員の現地参集が困難な場合、紙面、

電子媒体等を用いた役員会・代表役員会及び臨時役員

会・臨時代表役員会を開催することができる。 


